
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
液
化
石
油
ガ
ス
整
備
士
免
状
に
関
す
る
事
務
の
委
託 

（
消　

防　

課
）　

　

一

〇
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
交
付
に
関
す
る

　

事
務
の
委
託 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
四
件
） 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

二

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
五
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

五

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

六

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

六

〇
県
営
住
宅
等
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
住　

宅　

課
）　

　

六

〇
普
通
県
営
住
宅
等
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（　
　

同　
　

）　

　

七

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
二

　

件
） 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

七

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
臨
時
会
の
開
催 

　
　

八

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

　

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三

十
八
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の

で
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十

一
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
号

　

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
圧
ガ
ス
製
造

保
安
責
任
者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
高
圧
ガ
ス
保
安

法
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（1）　 平成21年４月７日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2048号　　 
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委
託
先
の
名
称

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

免
状
交
付
事
務
の
内
容

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免

状
の
交
付
、
再
交
付
及
び

書
換
え
に
関
す
る
事
務

免
状
交
付
事
務
を
処

理
す
る
場
所

東
京
都
港
区
虎
ノ
門

四
丁
目
三
番
十
三
号

委　

託　

期　

間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

委
託
先
の
名
称

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

免
状
交
付
事
務
の
内
容

高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任

者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販

売
主
任
者
免
状
の
交
付
並

び
に
再
交
付
に
関
す
る
事

務

免
状
交
付
事
務
を
処

理
す
る
場
所

東
京
都
港
区
虎
ノ
門

四
丁
目
三
番
十
三
号

委　

託　

期　

間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で



〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｒ
ｔ
ｏ
Ｓ
研
究
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

中
村　

崇

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
片
平
二
丁
目
一
番
一
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
金
属
資
源
の
問
題
に
関
し
、
副
生
物
、
廃
棄
物
の
保
管
と
将
来
の

原
料
化
を
行
う
た
め
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と
技
術
の
開
発
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。

具
体
的
に
研
究
会
は
、
産
・
官
・
学
・
市
民
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
と
し
て
機
能

さ
せ
情
報
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
学
生
へ
の
教
育
や
市
民
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
資
源
を
有
し
な
い
我
が
国
の
今
後
の
戦
略
に
大
き
く
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

広
瀬
川
ボ
ー
ト
く
ら
ぶ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

菅
井　

一
男

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
若
林
区
河
原
町
一
丁
目
六
番
一
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

本
会
は
、
多
く
の
市
民
の
大
切
な
自
然
財
産
で
あ
り
、
仙
台
の
歴
史
や
文
化
を
育

ん
だ
重
要
な
資
源
で
も
あ
る
広
瀬
川
を
、
市
民
の
考
え
や
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら

有
効
活
用
し
、
環
境
保
全
活
動
な
ど
愛
着
を
醸
成
す
る
と
共
に
、
地
域
の
活
性
化

に
資
す
る
事
業
を
行
う
事
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　
　

世
紀
ア
ー
カ
イ
ブ
仙
台

20

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

坂
本　

英
紀

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
一
丁
目
十
一
番
二
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　
　

世
紀
ア
ー
カ
イ
ブ
仙
台
は
、
民
間
、
一
般
市
民
に
対
し
て
、
か
つ
て
の
大
正
・

20昭
和
の
先
人
達
が
伝
え
て
き
た
伝
統
・
文
化
歴
史
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
れ
ら
の
作
業
に
よ
り
、
途
絶
え
が
ち
な
世
代
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
提
供
す
る
。
熟
年
の
方
に
は
、
ご
自
分
の
想
い
出
が
鮮
明
に
蘇
る
「
回
想
」
効

果
に
よ
っ
て
、
保
健
、
医
療
又
は
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
次
世
代
を
担
う
子
ど
も

た
ち
に
対
し
て
は
、
郷
土
の
良
さ
を
形
に
残
し
て
伝
え
、
健
全
育
成
を
図
る
な
ど

の
活
動
を
行
う
。
そ
れ
ら
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
古
き
仙
台
は
ど

ん
な
姿
だ
っ
た
の
か
を
、
多
く
の
市
民
に
伝
え
保
存
し
、
過
去
と
の
つ
な
が
り
を

実
感
で
き
る
よ
う
ア
ー
カ
イ
ブ
化
し
て
後
世
に
残
し
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日 

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

働
く
お
母
さ
ん
と
子
ど
も
を
支
援
す
る
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

石
森　

絵
美

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
中
央
一
丁
目
一
番
十
七
号－

九
百
六
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
母
親
が
就
労
ま
た
は
介
護
の
た
め
に
保
育
が
行
え
な
い
状
況
に
あ

る
小
学
校
以
下
の
児
童
に
対
し
、
豊
か
で
安
全
な
放
課
後
及
び
学
校
休
業
日
の
生

活
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
心
身
の
健
や
か
な
発
達
を
援
助
す
る

と
と
も
に
、
働
く
母
親
の
心
の
豊
か
さ
を
保
ち
、
安
心
し
て
働
け
る
た
め
の
支
援

を
行
う
。
ま
た
、
児
童
が
高
齢
者
や
障
害
を
も
っ
た
人
た
ち
と
の
相
互
交
流
す
る

活
動
を
通
し
て
、
福
祉
の
充
実
と
発
展
を
は
か
り
、
健
全
で
豊
か
な
地
域
社
会
の

確
立
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

グ
レ
ー
プ
Ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｅ
ｓ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

松
澤　

晶
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
十
一
番
三
十
五
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
豊
か
な
老
後
を
送
る
た
め
の
支
援
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
も
の
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

（3）　 平成21年４月７日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2048号　　 

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
二
〇
〇
五
六
七

〇
四
一
五
四
〇
〇
四
二
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ほ
っ
と
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ケ
谷
四
丁

目
二
番
地
の
二

総
合
福
祉
ツ
ク
イ
西
多
賀

仙
台
市
太
白
区
土
手
内
一
丁
目

二
十
一－

五

設　

置

者

名

株
式
会
社
ほ
っ
と
ラ
イ
フ

株
式
会
社
ツ
ク
イ

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
二
〇
〇
三
二
二

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

登
米
市
社
協
南
方
福
祉

作
業
所
あ
や
め
園

登
米
市
南
方
山
成
百
八

十
八
番
地
三

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

登
米
市
社
会
福

祉
協
議
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
二
六
〇
〇
一
七
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

利
府
町
社
会
福
祉
協
議

会
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー「
す
き
っ
ぷ
」

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字

名
古
曽
十
二－

二

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

利
府
町
社
会
福

祉
協
議
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
三
〇
〇
五
〇
八

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

み
の
り

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の

目
七－

五
十
三

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
自
閉
症

ピ
ア
リ
ン
ク
セ

ン
タ
ー
「
こ
こ

ね
っ
と
」

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施

設
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施

設
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施

設
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

第2048号　平成21年４月７日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
四
〇
〇
五
七
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

太
白
あ
り
の
ま
ま
舎

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
台

二
丁
目
十
五
番
地
三
十

号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

あ
り
の
ま
ま
舎

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
四
二
〇

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

仙
台
つ
ど
い
の
家

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東

一
丁
目
十
九－

十
八

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

つ
ど
い
の
家

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
四
〇
〇
〇
九
二

施
設
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　

萩
の
郷
第
二
福
寿
苑

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
御

堂
平
三
十
八
番
地

施
設
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

共
生
福
祉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
四
〇
〇
一
〇
〇

施
設
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　

萩
の
郷
福
寿
苑

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
御

堂
平
三
十
八
番
地

施
設
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

共
生
福
祉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
四
〇
〇
五
七
一

施
設
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　

太
白
あ
り
の
ま
ま
舎

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
台

二
丁
目
十
五
番
地
三
十

号

施
設
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

あ
り
の
ま
ま
舎

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
三
〇
〇
二
三
五

〇
四
一
五
五
〇
〇
四
二
〇

〇
四
一
五
四
〇
〇
一
一
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
活
動
セ
ン
タ
ー
ひ
ろ
ば

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
一
丁
目

十
七
番
五
十
八
号

仙
台
つ
ど
い
の
家

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東
一
丁
目

十
九－

十
八

西
多
賀
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
パ
ス

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
本
町
二
丁

目
十
二
番
一
号

設　

置

者

名

社
会
福
祉
法
人
つ
ど
い
の
家

社
会
福
祉
法
人
つ
ど
い
の
家

社
会
福
祉
法
人
共
生
福
祉
会

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

四
月
三
十
日



　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
鳥
谷
坂
地
区
土

地
改
良
事
業
（
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
八
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

石
巻
市
役
所
、
石
巻
市
河
南
総
合
支
所
、
美
里
町
役
場
、
美
里
町
南
郷
総
合
支
所
及
び
涌
谷
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

　

県
営
河
南
３
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称　
　

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
八
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

石
巻
市
役
所
及
び
石
巻
市
河
南
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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認
証
番
号

百
二
十

四百
二
十

五百
六
十

二

品　

目

杵
つ
き
も

ちず
ん
だ
餅

魚
介
藻
類

佃
煮
・
甘

露
煮
等

申

請

者

の

氏

名

又

は

名

称

有
限
会
社
エ
ン
ド
ー
餅
店

代
表
取
締
役　

遠
藤
き
ん

有
限
会
社
エ
ン
ド
ー
餅
店

代
表
取
締
役　

遠
藤
き
ん

株
式
会
社
山
長
遠
藤
商
店

代
表
取
締
役　

遠
藤
栄
之

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

有
限
会
社
エ
ン
ド
ー
餅
店

有
限
会
社
エ
ン
ド
ー
餅
店

株
式
会
社
山
長
遠
藤
商
店

製
造
所
等
の
所

在

地

仙
台
市
青
葉
区
宮
町
四
丁
目

七－

二
六

仙
台
市
青
葉
区
宮
町
四
丁
目

七－

二
六

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
伊

勢
五－

二

地　

区　

名

皿
貝
川
沿
岸

事　

業　

の　

名　

称

か
ん
が
い
排
水
事
業

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日



一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
三
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
住
宅
（
県

営
名
取
田
高
住
宅
、
県
営
名
取
飯
野
坂
住
宅
、
県
営
名
取
名
取
が
丘
四
丁
目
住
宅
、
県
営
名
取
谷
津
山
住
宅
、
県
営
名

取
手
倉
田
第
二
住
宅
、
県
営
名
取
増
田
住
宅
、
県
営
岩
沼
亀
塚
住
宅
、
県
営
岩
沼
相
の
原
住
宅
、
県
営
岩
沼
千
貫
住
宅
、

県
営
亘
理
下
茨
田
住
宅
及
び
改
良
県
営
住
宅
に
限
る
。）及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
駐
車
場

の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

菅
原
産
業
株
式
会

社菅
原　

克
郎

高
橋
工
務
店

高
橋　

靜

構
基
建
設
株
式
会

社昆
野　

勝

藤
崎
建
設 

藤
崎　

次
夫

有
限
会
社
山
幸
建

設山
中　

幸
吉

安
信
工
業
株
式
会

社轟
木　

実
嘉

三
浦
建
築

三
浦　

照
雄

仙
台
体
育
施
設
株

式
会
社

小
谷
田　

勝
代

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目

元
町
九－

三
十
五

栗
原
市
金
成
沢
辺
町
百
四

十仙
台
市
青
葉
区
旭
ヶ
丘
四

丁
目
三
十
四－

一

本
吉
郡
本
吉
町
字
長
根
六

十－

三

柴
田
郡
大
河
原
町
字
山
崎

町
二
十
四－

十
八

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
三

丁
目
一－

十
一

大
崎
市
古
川
石
森
字
宮
在

家
十
九－

二

仙
台
市
泉
区
西
田
中
字
道

下
一

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
八

第
三
百
二
十
六

号般－

十
六

第
三
千
二
十
六

号特－

十
七

第
五
千
五
百
五

十
三
号

般－

十
七

第
六
千
三
百
八

十
九
号

般－

十
九

第
一
万
四
千
六

百
七
十
八
号

般－

十
六

第
一
万
五
千
七

百
十
四
号

般－

十
八

第
一
万
六
千
二

百
九
十
一
号

般－

十
九

第
一
万
六
千
六

百
四
十
七
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

左
官
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業　

　

建
具
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
四
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
十
二
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
十
二
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
二
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
六
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
日

変　

更　

の　

区　

間

石
巻
市
真
野
字
新
上
野
一
八
番
地
先
か
ら

同
市
真
野
字
新
上
野
四
四
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

 

七
・
〇

　
　
　
　
　

九
・
七

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
九
〇
・
〇

三
九
〇
・
〇



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
一
番
二
十
号

　
　

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
県
営
住
宅

（
県
営
名
取
田
高
住
宅
、
県
営
名
取
飯
野
坂
住
宅
、
県
営
名
取
名
取
が
丘
四
丁
目
住
宅
、
県
営
名
取
谷
津
山
住
宅
、
県

営
名
取
手
倉
田
第
二
住
宅
、
県
営
名
取
増
田
住
宅
、
県
営
岩
沼
亀
塚
住
宅
、
県
営
岩
沼
相
の
原
住
宅
、
県
営
岩
沼
千
貫

住
宅
及
び
県
営
亘
理
下
茨
田
住
宅
を
除
く
。）及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
駐
車
場
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平

成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
一
番
二
十
号

　
　

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

運
転
免
許
証
更
新
時
講
習
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

社
団
法
人
宮
城
県
交
通
安
全
協
会　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

丁
目
二
番
三
号

五　

落
札
金
額　

七
千
六
百
三
十
三
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

停
止
処
分
者
・
違
反
者
講
習
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

丸
森
町
舘
矢
間
山
田
字
市
子
沢
十
一
番
二
、十
二
番
一
、

十
五
番
一
、
七
十
五
番
十
九
、
七
十
五
番
二
十
並
び
に
十

一
番
一
、
十
一
番
三
、
十
二
番
二
、
十
五
番
二
、
七
十
五

番
七
、
七
十
五
番
九
、
七
十
五
番
十
一
及
び
七
十
五
番
十

三
の
各
一
部
、
同
所
十
一
番
二
、
十
一
番
三
及
び
七
十
五

番
七
の
各
地
先
道
の
一
部
並
び
に
七
十
五
番
七
の
地
先
水

路
の
一
部

 

丸
森
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
増
田
字
関
下
二
十
四
番
、
三
十
二
番
一
、
三
十

二
番
四
、
三
十
七
番
、
三
十
七
番
二
、
三
十
八
番
、
三
十

九
番
一
、
四
十
番
一
及
び
八
百
五
番

　

東
京
都
品
川
区
大
井
一
丁
目
三
十
五
番
三　
　

 

ル
ー
ト
イ
ン
開
発
株
式
会
社　
　



葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

社
団
法
人
宮
城
県
交
通
安
全
協
会　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

丁
目
二
番
三
号

五　

落
札
金
額　

四
千
九
百
八
万
七
千
五
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
臨
時
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日　

午
後
四
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話　

〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）
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